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成果の概要／仲 卓真 

 

1. 研究目的 

本研究の最終的な目的は、法の経済分析の手法を用いることによって、同族会社に関する

法的規律を検討する際に拠って立つべき視座を明らかにすることである。その目的を達成

するために、具体的には、まず、同族会社を念頭に置いた場合に、株主間でどのように会社

の支配権を配分することが望ましいのか、について検討することとした。従来の会社法学は、

法の経済分析の手法を用いることによって、上場会社について会社の支配権の配分のあり

方を議論してきた。他方で、同族会社について会社の支配権の配分のあり方を説得的に検討

するためにも、法の経済分析の手法を用いることが有効であると考えられるところ、同族会

社については、法の経済分析の手法を用いた検討がほとんどなされてこなかった。そこで、

本研究では、まず、同族会社を念頭に置いた場合に、株主間でどのように会社の支配権を配

分することが望ましいのかについて、法の経済分析の手法を用いて検討を行うこととした。

この検討を通じて、最終的には、同族会社に関する法的規律を検討する際に拠って立つべき

視座を明らかにすることを試みる。 

そして、このような検討を行うためには、法の経済分析に関する知見が必要不可欠である。

そこで、法の経済分析に関する知見を身につけるために、シカゴ大学ロースクールにおいて

開催される 2019 Summer Institute in Law and Economicsに参加することとした。この Summer 

Instituteは、法の経済分析の手法を用いて研究を行う世界各国の研究者が参加して約 2週間

にわたって開催されるセミナーであって、シカゴ大学ロースクールの教員による法と経済

学に関する講義を受けたり、参加者自身の研究についての討論を行ったりするプログラム

である。この Summer Instituteに参加することによって、法の経済分析に関する高度でかつ

最新の知見を身につけることができると考えられ、そこで身につけることができた知見を

活用することによって、上記研究を進めることとした。その意味において、本在外研究は、

上記研究を進める上での基礎的研究として位置づけられるものである。 

 

2. 研究成果 

2019 Summer Institute in Law and Economicsにおいては、主として、次の 4つの講義が開講

され、それらを受講した。まず、Omri Ben-Shahar教授による Economic Analysis of Consumer 

Protection Lawでは、消費者保護のために強行法規によって契約内容規制や開示規制を導入

することが、真に消費者全体の利益になるのか、といった点について議論がなされた。また、

近時しばしば取り上げられるデータの取扱いに関する問題について、従来から議論されて



 

 

きたプライバシー保護という枠組みではこの問題全体を適切に捉えることは難しく、プラ

イバシー侵害から離れて社会全体に影響を与えるデータの取扱いを直接的に規制すること

が必要であるのではないか、といった点についても議論がなされた。その際には、同様に個

人の利益侵害から離れて社会全体に影響を与える環境汚染を規制するために発展してきた

環境法が参考になるという指摘がなされた。次に、Randal C. Picker 教授による Law, 

Technology and Competitionでは、GAFAと呼ばれるような主要 IT企業の支配的地位を法が

どのように扱うべきなのかといった点について議論がなされた。また、Lee Fennell教授によ

る Property and Marketsでは、財産権と市場取引の間の相互関係について議論がなされた。

この講義では、コースの定理を基礎として物権と債権の相違点についての検討がなされる

など法と経済学に関する基本的な考え方とそれをどのように応用するのかといった点につ

いて解説を受けた。最後に、Jonathan Masur教授による The Behavioral Law & Economics of 

Consumer Choiceでは、近時有力に展開されている行動経済学の観点から消費者の行動の分

析がなされた。具体的には、様々なバイアスやアーキテクチャが消費者の意思決定にどのよ

うに影響を与えているのかといった点が明らかにされて、それに対して法がどのような態

度を採るべきなのかといった点について議論がなされた。 

以上のように、2019 Summer Institute in Law and Economicsにおいて、多様な講義を受講す

ることができた。これらの講義の中には、必ずしも同族会社や会社法に直接的には結びつか

ないような内容のものも存在したが、法の経済分析を扱う多様な講義を受講することによ

って、アメリカ合衆国において法の経済分析という研究手法が具体的にどのように活用さ

れているのかといった点についての知見を得ることができた。特に、コースの定理や行動経

済学を用いてどのように議論を展開するのかについて学ぶことができたことは、1で述べた

研究を更に進めていくにあたって非常に有意義であった。この Summer Instituteで得ること

ができた知見を活用して更に研究を進めて、最終的に、同族会社に関する法的規律を検討す

る際に拠って立つべき視座を明らかにしたいと考えている。 

なお、その他に、この Summer Instituteでは、一定の参加者が各自の研究について討論を

行う Colloquiaが開催された。この Colloquiaにおいては、ポーランドにおける資本市場法の

現状に関する研究報告や企業の説明責任に関する研究報告などを聴き、それぞれのテーマ

の理解を深めることができた。また、この Summer Instituteの期間中には、世界各国から参

加していた研究者と交流する様々な機会を得ることができた。これらの経験は、1で述べた

研究に直接的に関わるものではないが、今後の研究生活にとって非常に有意義なものとな

った。 

 

 

 


